
�����
���������� �����

目

次

規

則

○
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
整
備
課)

三
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
四

公

示

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

産
業
技
術
課)

三
四

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

三
五

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
課)

三
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

水
道
企
業
課)

三
五

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

都
市
公
園
課)

三
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

三
六

規

則

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
十
七

号 路
線
名

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
字
柳
樋

六
七
一
番
四
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

六
七
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し

た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
六

号 路
線
名

四
百
七
十

二
号

路
線
名

大
野
郡
白
川
村
大
字
牧
字
イ
ノ
モ

ト
通
一
四
〇
番
一
地
先
地
内

区

間

郡
上
市
八
幡
町
有
穂
字
小
野

尾
一
五
二
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
五
二
〇
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び
県
営
住
宅(

ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ
ツ
に
限
る
。)

に
係
る
地
方

自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理

者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例

第
四
十
六
号)

第
十
七
条
及
び
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号)

第
四

十
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

伊
藤
忠
ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ

代
表
者

深
城

浩
二

構
成
員

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
二
丁
目
七
番
一
号

伊
藤
忠
ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
淡
路
町
三
丁
目
六
番
一
三
号

株
式
会
社
コ
ン
グ
レ

羽
島
市
正
木
町
須
賀
五
四
四
番
地
の
一
七

カ
ワ
ボ
ウ
テ
キ
ス
チ
ャ
ー
ド
株
式
会
社

大
垣
市
小
野
四
丁
目
三
五
番
地
一
〇

グ
レ
ー
ト
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
一
一
番
三
号

グ
ロ
ー
ブ
シ
ッ
プ
株
式
会
社

二

指
定
の
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

二
四
号
の
一
三

令
和
元
・
一
一
・
一
三

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

瑞
穂
市
稲
里
字
三
ノ
町
三
六
九
番
一
、
三
七

〇
番
一
、
三
七
〇
番
九
及
び
三
七
一
番
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

公
共
施
設
の

種
類

開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

瑞
穂
市
別
府
六
一
六
番
地
の
三

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
シ
ー
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

水

田

政

子

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

〇
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
多
治
見
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

多
治
見
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

二
級
基
準
点
測
量)

〇
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
浄
水
場
等
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
10,495,300kW

h

三

作
業
期
間

令
和
二
年
一
月
六
日
か
ら

令
和
二
年
三
月
六
日
ま
で

四

作
業
地
域

多
治
見
市

〇
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
元
年
11月
８
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
元
年
12月
25日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
京
都
府
京
都
市
南
区
東
九
条
室
町
23番
地

エ
フ
ビ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
吉
本
幸
男

６
落
札
金
額
170,413,566円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
東
部
広
域
水
道
事
務
所
総
務
課
契
約
係

�
所
在
地
瑞
浪
市
釜
戸
町
2190番

地
12
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羽

島

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和
二
・

一
・

八

認

可

年

月

日

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
百
年
公
園(

博
物
館
に
係
る
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号)
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
八
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

昭
和
造
園
土
木
・
名
岐
サ
ー
ビ
ス
Ｊ
Ｖ
グ
ル
ー
プ

代
表
者

村
瀬

大
一
郎

構
成
員

岐
阜
市
雛
倉
七
九
四
番
地
の
一

昭
和
造
園
土
木
株
式
会
社

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
二
丁
目
四
五
番
地

株
式
会
社
名
岐
サ
ー
ビ
ス

二

指
定
の
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

各
務
原
公
園
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十

七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
宇
佐
南
三
丁
目
六
番
二
〇
号

株
式
会
社
技
研
サ
ー
ビ
ス

代
表
者

棚
橋

泰
之

二

指
定
の
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社
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